
関係各位 

平成 15 年 3 月 14 日 

日本ハム株式会社 

代表取締役社長 藤井良清 

■企業倫理委員会からの提言についてのお知らせ 

日本ハムグループ企業倫理委員会は、再発防止をより確実なものとするために、不祥事の背景にあっ

た構造上の問題まで検討し、その改革案を提示しなければならないと考え、昨年 11 月に日本ハムグ

ループの構造問題を調査し、改革に向けて必要な取組みのありようを検討する目的から、企業倫理委

員会の下の小委員会として改革調査委員会が設置されました。 

同委員会の調査活動は昨年 12 月末までに終了し、その調査結果については本年 1 月 15 日に開催され

た第 6 回企業倫理委員会に報告されましたが、この調査報告を受けて、企業倫理委員会としての最終

報告書（改革調査委員会の報告）が作成されました。 

また、これを受けて、今般、企業倫理委員会から当社に対して改革調査委員会報告会に基く提言があ

りましたので、お知らせします。 

この提言の中には厳しいご指摘も含まれておりますが、当社としてはこれを真摯に受け止めて、今後

のコンプライアンスの更なる徹底と経営改革に生かして行きたいと考えています。 

なお、今回の提言とも関連する本年 4 月以降の新経営体制ならびに役員人事等については 3 月下旬に

発表する予定です。 

以上 

 



２００３年２月２８日  

日本ハム株式会社 

代表取締役社長 藤井 良清 殿  

日本ハムグループ企業倫理委員会委員長 

麗澤大学教授 髙  巖  

  

改革調査委員会報告書に基づく提言について 

  

先に企業倫理委員会として提言致しました下記１の６項目については、既にこれまでに多く

の施策について具体化を進めて戴いており、その成果も着実にあがっているものと考えてお

りますが、この現状認識について改めて整理するとともに、今般、当委員会の下部機関とし

て調査を依頼しました改革調査委員会の報告書に基づき、下記２の４項目及び３の総点検運

動について追加的にご提案申し上げますので、コンプライアンスの更なる徹底と経営改革に

繋げて戴くよう、宜しくお願い申し上げます。 

  

記 

 

１－既に提言した６項目についての現状認識  

 

１） 取締役会改革 

  

（１） 執行役員制度の導入については既にその枠組みは固まっているものの、制度はあくま

で一つのシステムであって、決して中身ではないので、取締役会が果たすべき「監視」と「内

部統制システムの構築」の必要性を実際に如何に意識し実行するかが、何よりも重要である。 

  

（２） 執行役員制度の導入とあわせ、取締役会は若返りを図るとともに、取締役の総数は１

０名前後におさめ、実質的・機動的に機能するボードとする必要がある。なお、人選の基準

は、まず第一に「日本ハムグループ行動規範」を率先垂範できるかに置くこと。  

 

（３） 意識改革を制度として更に拡大・発展させるためには本社管理部門での事前審査機能

の強化など制度的裏付けが必要であるが、その具体策として経営戦略会議、投融資会議、執

行役員会議などが設置されるので、この機能を十分活用する必要がある。  

 

（４） 取締役会運営のあり方をこれまでの単体中心からグループ経営の視点を重視した運営

に切替え、１００％出資のグループ会社は日本ハム本体が全経営責任を負うとの考え方を再

認識し、グループとしての統一的な管理基準や人事方針を早急に整理するとともに、特にグ

ループ会社のプロパー社員の人材育成や教育プログラムに関する方向付けを行う必要がある。 

  

（５） 消費者の視点を持った女性の社外取締役候補を人選中であるが、実態がともなった活

用が出来るよう、受入のための環境整備をお願いしたい。とりわけ、既述のように、取締役

会の若返りと、取締役総数１０名前後の実現は、社外取締役の機能を強化する上でも、絶対

に避けられない条件と考えている。  
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２）倫理・法令遵守に関連する部署の設置  

 

（１） 法務部（１月１日付）、経営倫理室（４月１日付）が新たに設置されることになり、

提言が着実に実行されていることは評価する。  

 

（２） 今後はこの組織がコンプライアンス経営の徹底に十分な機能が発揮できるよう、陣容

の強化や木目細かい対応を期待したい。  

 

（３） 消費者利益の保護および促進を考慮し、社外取締役を上記部署より直接報告を受け、

あるいは上記部署に対し指示を出す主な取締役とする。なお、上記部署による報告は取締役

会に対し定期的に行う必要がある。  

 

（４） 上記部署は、専任・兼務の形態を問わず、全グループを包括するような形で、コンプ

ライアンス・リーダー、コンプライアンス・メンバーと、綿密に連携する。関係する部署や

職場は上記部署からの要請に最大限協力することが求められる。  

 

（５） 企業倫理への取り組みを会社として表彰する制度の創設を検討してもらいたい。たと

えば、迅速な価値的判断を求められる状況下で他の役職員の模範となるような英断を下した

者、日常業務を企業倫理という視点から改善した者、企業社会責任の実践に関し創造的なア

イディアを出し、実践に移した者などを表彰する制度を作り、会社の正式な表彰制度として

位置付け、明文化することを求める。  

 

（６） なお、法務部には知的財産機能も与え、中央研究所を支援する機能を持たせる必要が

ある。経営企画部は、企画の中に日本ハムグループ全体の知的財産戦略も含め、法務部・中

央研究所との連携を強化することを望む。  

 

 

３）各事業本部や関係会社のトップ人事の流動化  

 

（１） １月１日付での加工事業部門を統括する加工事業本部の新設とこれに伴う 各事業部

長の大幅な人事交流については、社員の意識改革にも大きな影響を与えており、展示会での

商品発表方法にも具体的な効果が出てきているなど高く評価できる。  

 

（２） 今後は食肉事業本部との人事交流や関係会社のトップ人事などで思い切った人事交流

を期待したい。また、事業所の長が長年に亘って同一場所に滞留すれば、様々な問題が内包

される可能性があるので、定期的に異動するような規則を設け、実行してもらいたい。  

 

（３） 執行役員や関係会社トップの人事に関しては、ただ単に流動化を考えるだけでなく、

人望、能力、熱意などの視点から総合的に判断しなければならない。とりわけ、「人望」を重

視してもらいたい。人望とは、その職場に残っている従業員からの支持だけでは測れない。

「イエス」と言わなかったために、その職場を去った従業員もたくさんいるはずである。そ

の意味で、人望を測る場合、その上司の下からどれほど優秀な社員がどれだけ多く去ってい

ったかをも見なければならない。  
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４）人事権を各事業本部から本社（人事部）へ移す  

 

人事ローテーション、長期滞留者の異動などの具体策の検討は日本ハム本体では着実に進ん

でいるようであるが、今後はグループ経営強化の観点からグループ会社を含めて本社でその

方向性を打ち出していくべきと考える。  

 

 

５）監査の厳格化  

 

（１） 監査部の陣容強化に続いて、１月１日付にて監査本部が設置され監査体制の強化が進

んでいることは評価できる。  

 

（２） また、品質保証部が中心となって実施されている日本ハムグループ「品質保証規程２

４項目」の策定や品質監査の実施など着実に実績が上がっており、 特に展示会での「ＯＰＥ

Ｎ品質」での説明は消費者に分かり易いものになっていたと思われる。  

 

（３） 但し、監査の厳格化のためには現状では十分ではなく、更なる監査内容の充実と質的

レベルアップが必要であり、外部の監査法人や専門家をコンサルタントとして起用すること

も検討に値すると考える。  

 

（４） 被監査部署において何らかの問題が発見された場合、監査部は是正措置を発動するが、

監査部と被監査部署との間で合意された期間内に、被監査部署が是正措置を講じない場合、

監査部は被監査部署の責任者を更迭するだけの権限を有する必要がある。監査部のこの権限

は、社長自身も最大限に尊重することが求められる。  

 

 

６）労働基準法の遵守：営業部門の労働時間の早期改善  

 

（１） グループ全体での労働時間短縮への取組み強化を目指し、各事業本部長、事業所責任

者及びグループ各社社長宛に昨年１２月に指示文書を発信し、３６協定を遵守するための具

体的施策を実行に移していることは評価できる。  

 

（２） 本件は管理監督者と従業員本人の意識改革がなければ問題を解決することは容易では

なく、また、明らかに要員が不足している場合は増員で対応することや、サービス残業を無

くすためには経費もかかることを覚悟のうえで、この機会に徹底的な対応を実施願いたい。  

 

（３） 時間短縮実現のためには、事業所の長の意識改革が重要である。啓蒙のための取組み

を継続してもらいたい。  
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２－今回の報告書に基づき新たに追加する４項目  

 

７）管理体制の強化  

 

―違法行為を起こさせないためのチェックシステムの構築― 

 

（１） 間接部門を減らし小さな本社を目指すこと自体はメーカーである以上、むしろ当然で

あるが、問題は本来必要な機能や役割までも放棄して一般管理部門の経費を減らすこと自体

が目的化されてきたことにあると思われる。  

 

（２） 具体的対応策として本社レベル、各事業部門レベル、子会社レベルという３つのレベ

ルで、時限的であっても一度はしっかりした管理体制の構築を行い、そのうえで各レベル毎

の役割分担を明確化し、機能する体制作りを行う必要がある。  

 

（３） 特に、１）でも述べたように、１００％出資のグループ会社は日本ハム本体が全経営

責任を負う会社であることを再認識し、先ずはグループ会社の実態把握と管理体制の構築を

実施すべきである。また、日本ハムグループとしての統一的な管理基準や人事方針を早急に

整理し、グループ経営の強化を図っていくべきである。  

 

 

８）フォーマルな情報ルートの確立と積極的な情報開示  

 

（１） これまでインフォーマルな個人的情報ネットワークが主流となっており、極めて情報

閉鎖的環境にあったことから、制度としての情報管理システムをしっかり構築し、本来ある

べき双方向の社内コミュニケーション・ネットワークを早急に整備する必要があると思われ

る。 

  

（２） また、経営の透明性が求められている今の時代は情報開示と戦略的広報が益々重要で

あり、広報室機能の強化も含め体制整備が急務である。  

 

（３） 広報機能とあわせ、今後は、ＩＲ部門を強化する必要がある。とりわけ、外国人投資

家の割合が増える中で、海外向けのＩＲ活動が不可欠となってくるため、前向きに検討する

ことを期待する。  

 

 

９）危機管理意識の浸透とリスクマネジメント体制の確立  

 

（１） 今回の不祥事は会社の風土・組織体制の問題などから起こるべくして起こった事件で

あり、決して単なる一過性の問題ではない。従って、同じような問題を二度と起こさないた

めには、会社の風土・組織体制の基本から変えていく必要があることをトップから末端まで

強く認識し、危機意識を共有してもらいたい。また、今後はリスクマネジメントが重要な経

営課題になることを認識する必要がある。  
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（２） 一般に、役員が不正に関与している場合、および、複数の部署を横断するような不正

行為があった場合は、「会社ぐるみ」と見なされ、「会社ぐるみ」の違法行為は一回目は許さ

れても、二回目はないという自覚が不可欠である。また、今後は部下の犯罪であっても会社

の遵法精神の欠如と見られる可能性が高いことに留意してもらいたい。  

 

 

１０）意識改革の断行、業績とコンプライアンスを両立させる仕組みの構築  

 

（１） ここ数年の間に、「法令を遵守せず利益だけを追求する」という企業は、市場からの

退場さえ命ぜられるという状況が一気に定着した。いま、日本ハムが求められているものは、

法令を確実に遵守し、かつ更にその上に高い倫理観をもって、適正な利益をあげるという意

識改革である。  

 

（２） 意識改革にとって欠かせないのは、「日本ハムグループ行動規範」をまず経営陣がし

っかりと理解し実践することである。特に「関係官庁などへの報告・調査協力」、「会社財産

の尊重」、「利益相反行為の禁止」「社内ルールの遵守」に関する諸規定を熟読玩味することを

求める。経営陣の言動が、最も影響力のある倫理・コンプライアンスに関する社内教育であ

ることを強く自覚してもらいたい。  

 

（３） こうした意識改革とあわせ、企業業績とコンプライアンスを両立させる仕組 みを構

築することが今強く求められている。具体的には、上記１）～９）の項目を着実に実現して

いくことが必要である。  

 

３－ 日本ハムグループの新生、食品業界の変革を促す総点検運動の提案  

 

１） ここ数ヶ月の間に起こった改正ＪＡＳ法違反、賞味期限切れ商品の処分ミスなどの問題

は、いずれも手続上のミスから発生したもので、会社側が悪意をもって関与したものではな

い。しかし、企業倫理委員会は、こうしたミスが他にも潜在的にあることは否めないと思っ

ている。 

  

２） ミスの多くは、従来、食品業界の中で（安全上・衛生上も問題のないものとして）常識

的に行れてきたものを、現在まで引き継いできたことから起こっている。簡単に言えば、よ

り一層の情報開示や厳格な表示が求められる中で、業界そのものがこれに追いついて来なか

ったというのが、問題の根幹にある。  

 

３） こうした状況を踏まえ、新生日本ハムグループとして、自社ブランド商品については商

品と表示の整合性、ＰＢ食品については生産受託先の規格書と日本ハムにある写しとの整合

性、生産委託先に関しては契約内容と履行状況の整合性を総点検することを要請する。  

 

４） なお、自主的総点検により、何らかの不整合が発見されたとしても、原則として、社内

的な処分等を行ってはならない。本総点検の狙いは、グループあげて皆の協力を引き出し、

日本ハムグループを抜本的に改革することにある。この取り組みは、これまで日本にあった

食品業界の常識を根本から変えていく契機にもなるはずである。  
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５） ただし、対外的に説明責任があると思われる不整合が出てきた場合には、インターネッ

トなどを通じ迅速に消費者へ、あるいは生産受託先に対し誠実に状況を説明しなければなら

ない（これとあわせ、是正措置に関しても積極的な情報開示を行う必要があろう）。  

 

６） 自発的総点検により不整合が見つかり、これを公表すれば、社会やマスコミより厳しい

批判を受け会社は大きな損失を被るかもしれない。しかし、企業倫理委員会は、長期的視点

にたち、消費者の利益を考え、さらには新生日本ハムグループの挑戦を一層具体化するため、

この総点検は避けられないと考えている。  

 

７） 「日本一、誠実と言われる会社になりたい」という社内の強い声と意志に応えるため、

企業倫理委員会は、この２００３年３月から７月までの期間を「自主総点検運動期間」とし、

上記取り組みをグループあげて実施するよう会社側に強く求める。  

 

８） 繰り返し強調するが、今回の運動は、日本ハムグループが「いつどこで誰が見ていても

一切恥じることのない会社を作る」ため、必ず通過しなければならない前向きなチャレンジ

である。それは、間違いなく消費者の利益に適う取り組みであり、これまでいずれの食品会

社も不問にふしてきた課題である。企業倫理委員会は、日本ハムグループによる自主的総点

検が必ず社会と市場の理解・評価を得られるものと確信している。  

 

 

 

以 上 
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２００３年２月２８日  

 

改革調査委員会の報告について 

 

日本ハムグループ企業倫理委員会  

 

１－委員会設置の目的   

企業倫理委員会は再発防止をより確実なものとするには更に一歩進み、偽装事件の背景にあ

った構造上の問題まで検討し、その改革案まで提示しなければならないと考えている。これ

なくして、現在進めてコンプライアンス・リーダーによる改革も、改革推進本部を中心とし

た取り組みも、さらには労働組合による協力も確実なものとはならない。こうした認識に立

ち、企業倫理委員会は平成１４年１１月８日、事件の背景にあった日本ハムグループの構造

問題を調査し、改革に向けて必要な取組みのありようを検討することを目的とし、企業倫理

委員会の下に新たに小委員会（独立の調査委員会）を設置することとした。  

 

２－委員会委員  

委員長  宮谷  隆 氏（森・濱田松本法律事務所 弁護士）  

委員  菊田 行紘 氏（ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士（元検察官））  

委員  上田  敏 氏（日本ハム（株）改革推進本部副本部長―三菱商事（株） 

 からの出向）  

 

３－設置時期  

平成１４年１１月８日  

 

４－調査活動の内容  

１）当委員会の調査は、主として関係者からのヒアリングと資料の検討により実施した。 

  

２）ヒアリングは、大阪本社・東京支社に委員全員が赴いて、役員・幹部社員から子会社・

工場従業員まで延べ２５人、合計３０時間以上に及んだものであるが、管理・監査・人事関

係などの諸資料は必要に応じて入手して検討を加え、また、ヒアリングの機会も含めて委員

３名全員が集まって延べ１０回の会議を重ね、総計２００時間以上を投入した。  

 

５－調査報告書の提出  

調査報告書は平成１４年１２月２４日に提出し、平成１５年１月１５日に開催された第６回

企業倫理委員会には委員全員が出席し、調査結果を報告した。  
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６－企業倫理委員会としての最終報告書は下記の通り。  

 

 

最終報告書 

  

改革調査委員会は、日本ハムグループに特有の問題点として下記４点を指摘したい。  

 

１－風土的背景ないし組織・構造上の問題点  

 

１） 過度の業績至上主義  

日本ハムグループにおいては事業本部間および事業本部内において、それぞれ予算必達の

厳しいノルマを課すとともに激しい業績競争を行い、利益を生み出すものが優遇される、言

わば業績至上主義の風土が強かったといえる。 

これは極めて効率よく日本ハムグループを今日まで成長させてきた原動力であり、考え方自

体を否定するものではないが、その結果、具体的な業務の現場において従業員の遵法精神の

鈍磨を生んでしまったのではないか、と思われる。 

現実に一部の従業員において、自己または会社の業績を上げることを最優先し、法令等を軽

視して違法・不適切な行動を取っていた可能性は否定できないし、業績があがっていれば不

問に付されるという「雰囲気」ゆえに、不適切な行動をとっても看過され得る業務環境にあ

ったと思われる。 

  

２） 人事・情報の障壁  

日本ハムグループは事業本部制を採用しているが、事業本部間の人事交流は極めて少ない

状況にあった。事業本部内においてさえも長期に亘る人事滞留者がいる。また、情報につい

ても事業本部長に一極集中し、組織的に共有されている状況にはなっていなかった。このこ

とはスペシャリストの育成という点では、非常に効率よく業績を伸張させるためには、一面

優れていたとも言える。しかしながら、人事交流の滞留がつまるところ、情報においてもよ

ほど管理・監査機能を強化しない限り、不正その他を発見しにくいという状況を作り出した

とも言える。これら人事・情報面の閉鎖性は情報の共有化による違法行為の抑止機能も阻害

することになったと考えられる。 

  

３） 管理・監査部門（関係会社管理・監査を含む）の軽視  

日本ハムグループは間接部門である管理部門については、いわゆる「小さな本社」を目指

してきた。営利企業として利益追求は最重要課題であり、管理部門を最小限に抑えることは

十分首肯できる。しかしながら、本来必要な機能や役割までも放棄して一般管理部門の経費

を減らすこと自体が目的化されてきた結果、各事業部門に対する内部統制機能や牽制機能が

著しく低下しているようである。 
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法令遵守と言い、遵法精神の強化と言っても、それらは管理体制という制度的・組織的裏付

けを持たなければ精神論の域を出ない。法令違反は違反した当事者自身に問題があるのはも

とよりだが、違反をさせない管理体制があって初めて防げるのである。その点で言えば、管

理部門の人員配置に関しては、企業として従業員の違法行為を未然に防止する為の制度的裏

付けを欠いているまたはその種のシステム構築を軽視していると評価せざるを得ない。 

また、監査部門についても、その企業規模に対して最小限度必要と思われる体制さえ整って

いない状況にあった。監査体制の強弱はそのまま企業の内部統制の強弱に反映すると言って

も過言ではなく、企業規模に比して適正な監査体制を整えなければ、適正な内部統制が行え

ないことになりかねない。 

関係会社の管理・監査については事業部門間の障壁や管理部門の人的問題、また、「法人格上、

別会社」との認識により、本社として関係会社管理に積極的な関与が希薄な状況にあったよ

うである。 

 

以上のように日本ハムグループの風土と組織に内在する問題点は主として上記３点に集約さ

れるものと考えるが、グループの著しい成長にもかかわらず、創業時代の発想から抜けきれ

ないまま、つまりコーポレートガバナンスの思想を持ち込む機会のないまま組織を構築・運

営してきた結果、企業の風土および組織の問題点が顕在化し、ひいては一連の偽装事件にも

繋がったものと結論付けるものである。  

 

２－「法律を守る」意識の徹底  

 

１） 法令遵守意識の希釈効果  

  一般にコンプライアンスという時には（１）企業倫理の向上、（２）法令遵守の２つの側

面がある。「商売と倫理」は場合によっては秤にかける経営判断もありえようが、「商売と法

律」は絶対に秤にかけられない。「法律は守る」それしかないのである。 

（２） の法令遵守を徹底することはコンプライアンスの第一歩であり、これが徹底される過

程こそが、必ずや（１）の倫理意識の向上の核になるものと確信する。 

  

２） 法令違反の日常化による遵法意識の鈍磨の危険  

  日本ハムグループにおいては法律に対する「無意識過剰」による日常的な法律違反が蔓延

していないかと危惧する。労働環境も含めて法律違反の状態が日常化していれば意識向上は

望めない。少なくとも「法律」については徹底的に遵守し、その上で利益の出るような（あ

るいはこの姿勢を利益に転化できるような）経営構造を作り出すことが必要である。 

  

３） 「法律を守る」組織づくり  

  「法律を守る」とは（１）自らは法律違反をしない、（２）部下に法律違反をさせない、

ということである。 
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特に（２）について 

アー法律違反をしなくても利益の出る経営構造を構築する。 

イー部下が法律違反をせざるを得なくなるような立場におかない、あるいは監査体制により

抑止する。 

ウー部下が法律違反出来てしまうような管理体制を敷かない。 

という点に注意を向けるべきであり、このような体制作りは、風土・風潮・企業文化と管理

体制の両面から為されなければならない。 

とりわけ、管理体制の点では 

Ａ―経営論的には法律違反と常に背中合わせで業務遂行している部下の存在に対する組織上

位者の無関心を防ぐということ。 

B―法律論的には取締役の善管注意義務（監視義務の一環としての内部統制 

システム構築義務）の範疇にある。 

これに違反して部下に犯罪を許すことは、組織上位者として許されないこであ 

り、決して倫理の問題ではない  

 

３－取締役会制度としての組織管理責任  

 

１） 内部統制システム構築の必要性  

  日本ハムグループを含め大企業の取締役の場合には、自らが違法行為を発見し是正すると

いうのではなく、会社の内部統制システムを構築し、役員や従業員によって違法行為が行わ

れないような組織を作って、それがきちんと機能していることを確認することが取締役の職

務として求められているのである。 

  

２） 執行役員制度の位置付け  

  執行役員制度はそもそも一つのシステムであって、中身ではない。従って、今回仮に執行

役員制度を採用しても取締役が事業本部長を兼ねて、事業本部長職に専念する限り中身とし

ては全く変化しないこともありえる。 

逆に言うと、取締役会が果すべき「監視」と「内部統制システム構築」の必要性を意識しな

ければ制度改革は画餅に終わる危険性さえ有り得よう。 

  

３） 取締役会の活性化に向けての具体策  

  取締役会が本来の機能を十分に果せるようにするためには、単に議論が活発化するだけで

なく、意識改革を制度として更に拡大・発展させるため、以下のような制度的裏付けも必要

と思われる。 

アー付議事項の整理・簡素化 

イー本社管理部門内での事前審査機能強化 

ウー情報開示の判断機能の集中化 
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  情報管理やリスクマネジメントの観点から本社管理部門において一元的に取り扱うべき

であり、情報の組織的管理体制がコーポレートガバナンスの面からも緊急の課題。 

エー取締役会の機能に「攻め」と「守り」があることを意識すること 

オーグループ経営の観点からの取締役会改革 

  

 

４－管理体制・人事体制のあり方について  

 

１） 小さな本社の問題  

  平成１４年３月末現在の本社人員は１９０名で、グループ人員約２７０００名 

の０．７％という比率に留まっている。 

間接部門を減らし小さな本社を目指すこと自体はメーカーである以上、むしろ当然であるが、

問題は本来必要な機能や役割までも放棄して一般管理部門の経費を減らすこと自体が目的化

されてきたことにあるように思われる。 

具体的対応策として本社レベル、各事業部門レベル、関係会社レベルという３つのレベルで

時限的であっても一度はしっかりした管理体制の構築を行い、そのうえで各レベル毎の役割

分担を明確化し、機能する体制作りを行う必要があると思われる。 

  

２） グループ経営視点の欠如  

  １００％出資の関係会社は日本ハム本体が全経営責任を負う会社であることを再認識し、

先ずは関係会社の実態把握と管理体制の構築を実施すべきである。また、日本ハムグループ

としての統一的な管理基準や人事方針を早急に整理するとともに、特に関係会社のプロパー

社員の人材育成については本社側から教育・研修のプログラムをはじめ必要な方向付けを行

う必要がある。 

  

３） 監査体制のあり方  

  日本ハムグループ全体の監査室の陣容が僅か８名で、かつ権限の強い一部の事業部門には

監査自体が全く入ることすら出来ないという極めて異常な状況を経営として許してきたこと

が、監査軽視の現れでもあり、その現状を如実に物語っている。 

今後は監査制度の再構築と監査部の権限強化、指摘事項の改善状況をしっかりフォローする

システムが不可欠である。また、これまでの業務監査・会計監査に留まらず、コンプライア

ンス監査を監査項目に取り入れること、また監査役の機能を強化し一層踏み込んだ経営監査

を実施すべきである。 

  

４） 人事政策のあり方  

  事業部門間に大きな壁があるだけでなく、部門内での人事の固定化は同一場所で同じ仕事

を長期に亘り担当する長期滞留者を多数生み出しており、これは業務内容を熟知していると
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いうメリットがある反面、不正を生みやすい環境を作るという大きなデメリットも発生して

いるので、極端な長期滞留者については早急に異動を実現して職場環境の刷新と社員への動

機付けを行うことが重要である。 

更に関係会社管理の一環として最も重要な関係会社のトップ人事を見直しグループ会社とし

て一定の基準やルールのもとに人事政策を実施すべきである。 

  

５） 情報管理システムと情報開示のあり方  

  これまでインフォーマルな個人的情報ネットワークが主流となっており、極めて情報閉鎖

的環境にあったことから、制度としての情報管理システムをしっかり構築し、本来あるべき

双方向の社内コミュニケーション・ネットワークを早急に整備する必要があると思われる。 

また、経営の透明性が求められている今の時代は情報開示と戦略的広報が益々重要であり、

広報室機能のあり方も含め体制整備が急務である。 

  

６） 危機管理意識の欠如  

  今回の不祥事は会社の風土・組織体制の問題などから起こるべくして起こった事件であり、

決して単なる一過性の問題ではない。従って、同じような問題を二度と起こさないためには、

会社の風土・組織体制の基本から変えていく必要があることをトップから末端まで強く認識

し、危機意識を共有してほしい。また、今後はリスクマネジメントが重要な経営課題になる

ことを認識してもらいたい。 

  

 

結語に代えて  

 

１） 「法律が守られなかった」時のリスク  

  一般に、（１）役員が不正に関与している場合、（２）複数の部署を横断するような不正行

為があった場合は、「会社ぐるみ」と評価される。また、「会社ぐるみ」の違法行為は、一回

目は許されても二回目はないという自覚が不可欠である。 

更に、今後は部下の犯罪であっても会社の遵法精神の欠如と見られる可能性が高いことを留

意しておくべきである。 

  

２） 具体的なコンプライアンスのあり方  

  日本ハムグループの意識改革はもはや抽象的な「コンプライアンス重視」という程度に留

めてはならない。組織の各レベル・各部門で、（１）問題となる法令を一つ一つピックアップ

し、「無意識による違反」をつぶしていくこと、（２）「商売と法律（又は倫理）」を秤にかけ

て悩む場合をリストアップし、これにＹＥＳ／ＮＯで答えられるかどうか、を具体的施策と

して直ちに実施することが求められている。 
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３） 業績とコンプライアンスを両立させる仕組み  

  ここ数年間、「法令を遵守せずに利益をあげる」という姿勢や仕組みは市場から 

駆逐されるという価値観がほぼ定着した。 

今、日本ハムグループに求められているのは、法令を確実に遵守し、かつ更にその上にある

目標として、高い倫理観をもって、尚且つ利益をあげるという方向への意識改革である。 

  

 

以 上 
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